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問 

消
防
本
部 

予
防
課

　
☎
７
８
２
・
５
３
３
０

年
末
年
始
の
火
災
予
防

　
12
月
29
日
㈭
～
令
和
５
年
１
月

３
日
㈫
に
、
消
防
車
両
で
火
災
予

防
の
巡
回
広
報
を
行
い
ま
す
。

　
冬
は
、
暖
房
器
具
や
火
気
を
使

用
す
る
機
会
が
増
え
る
こ
と
か
ら
、

火
災
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　
家
族
が
集
ま
る
年
末
年
始
に
火

気
の
取
り
扱
い
、
避
難
方
法
な
ど

に
つ
い
て
話
し
合
い
、
火
災
予
防

の
意
識
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

問 

エ
コ
プ
ラ
ン
ト
魚
沼

　
（
大
和
地
域
）

　
☎
０
２
５・７
９
２・９
９
０
０

　

 

廃
棄
物
対
策
課

　
（
六
日
町
・
塩
沢
地
域
）

　
☎
７
８
２
・
０
３
３
９

年
末
年
始
の
ご
み
の
収
集
と

処
理
施
設
へ
の
直
接
搬
入

家
庭
ご
み
の
収
集

　
家
庭
ご
み
の
収
集
日
は
、
令
和

４
年
度
「
家
庭
ご
み
収
集
カ
レ
ン

ダ
ー
」
の
と
お
り
で
す
。

ご
み
の
直
接
搬
入

　
ご
み
の
直
接
搬
入
は
令
和
５
年

１
月
１
日（
日・
祝
）～
３
日
㈫
を

除
い
て
毎
日
で
き
ま
す
。
年
末
年

始
の
受
入
れ
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

大
和
地
域
　
エ
コ
プ
ラ
ン
ト
魚
沼

・
～
12
月
31
日
㈯
　
午
後
５
時

・
令
和
５
年
１
月
４
日
㈬
　
午
前

８
時
～

六
日
町
・
塩
沢
地
域

　
可
燃
ご
み
処
理
施
設
・
不
燃
ご

み
処
理
施
設

・
～
12
月
31
日
㈯
　
午
後
５
時

・
令
和
５
年
１
月
４
日
㈬
　
午
前

９
時
～

ご
み
直
接
搬
入
時
の
お
願
い

　
年
末
は
混
雑
す
る
の
で
、
で
き

る
だ
け
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。
直
接
搬
入
す

る
場
合
は
、
釣
り
銭
が
出
な
い
よ

う
に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

問
・
申 
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
７
７
２
・
７
７
５
４

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
利
用
料
金
の
減
免

　
該
当
す
る
保
護
者
へ
の
経
済
的

支
援
と
し
て
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金

を
減
免
し
ま
す
。

対
生
活
保
護
世
帯
、
市
区
町
村
民

税
非
課
税
世
帯
、
ひ
と
り
親
家

庭
世
帯

費
令
和
５
年
３
月
31
日
㈮
ま
で
：

無
料
、
令
和
５
年
４
月
１
日
㈯

～
：
半
額
（
１
５
０
～
２
０
０

円
／
30
分
）

他
　
　
　
　
　

利
用
料
金
は
曜
日
や
時
間
に
よ

り
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
フ
ァ
ミ

リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
で

検
索
）
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
・
申 

子
育
て
支
援
課

　
☎
７
７
３
・
６
８
２
２

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
生
活

支
援
臨
時
給
付
金
の
支
給

（
市
独
自
給
付
）

　
令
和
４
年
度
に
国
か
ら
支
給
さ

れ
た
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対

す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金
を
受
給
し
た
人
を
対
象
に
、

市
独
自
の
支
援
と
し
て
追
加
給
付

を
行
い
ま
す
。

対
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

・「
令
和
４
年
度
低
所
得
の
子
育

て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯

生
活
支
援
特
別
給
付
金
」
を
受

給
し
た

・
支
給
決
定
の
時
点
で
、
市
内
に

居
住
し
、
対
象
児
童
を
養
育
し

て
い
る

支
給
額

　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
５
万
円

受
給
方
法

①
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
を
南
魚
沼
市
か
ら
受
給
し

た
人
：
申
請
不
要
。
対
象
者
に
、

12
月
上
旬
に
通
知
書
を
送
付
し

ま
し
た
。

②
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
を
南
魚
沼
市
以
外
で
受
給

し
た
後
に
市
に
転
入
し
た
人
：

前
住
所
地
で
受
給
し
た
こ
と
が

わ
か
る
書
類
な
ど
を
持
っ
て
、

子
育
て
支
援
課
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

他
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
（
国
の
事
業
）
に
つ
い
て

は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金
」
で
検
索
）
か
、
厚
生
労
働

省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
本

紙
に
掲
載
し
て
い
る
各
種
イ

ベ
ン
ト
な
ど
は
、
中
止
や
延

期
、
内
容
が
変
更
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
最
新
情
報

は
、
各
問
合
せ
先
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
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